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地域の取組との連携強化

• 国と地方の適切な役割分担のもと、各種の法的規制に基づく事務が実効的かつ円滑に行われ、地域の実情
に応じた規制がなされるよう、国と自治体との連携枠組みを構築する。

• 現状、FIT/FIP事業を対象としている「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」について、非FIT/非
FIP事業も通報対象に追加することで、我が国の太陽光発電全体において、各関係法令が確実に遵守され
る体制（＝「全省庁横断再エネ事業監視体制」）を構築する。

国と自治体との連携枠組みの構築 全省庁横断再エネ事業監視体制

• 太陽光発電事業への適切な法的規制の実行にあ
たって、国と地方自治体との緊密な連携を図る観点か
ら、新たな連携枠組みを構築する。

• 連携枠組みの中では、例えば、今回講じる関係法令
における追加的な対応について情報提供を行い、各
自治体において適切な規制等がなされる環境整備
を目指す。

（情報提供例）

◆景観法運用指針の改正、景観法活用マニュアル

◆文化財保護法に基づく事務連絡

◆ 「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」の非FIT/
非FIP事業への通報対象拡大

◆自治体における先進的取組（条例や法定外目的税など）

基礎自治体

都道府県 関係省庁

経産省

• 「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」につい
て、非FIT/非FIP事業も通報対象に追加。我が国の
太陽光発電全体において、各関係法令が確実に遵守
される体制を構築。

関係法令違反通報システム

システム上で同時に
情報共有

再エネGメン

不適切案件の現地調査を実施



自治体との連携強化に向けた取組状況

３月18日 再エネ地域共生連絡会議

・地方三団体に対し、メガソーラー対策パッケージの
内容についてご説明

４月14日（本日） 再エネ地域共生連絡会議 全国会議

夏～秋頃 再エネ地域共生連絡会議 地域ブロック別会議

・８つの地域ブロック（北海道、東北、関東、中部、
近畿、中国、四国、九州）ごとに開催。

・自治体職員の方々と、対面で、双方向の意見交換を
行う予定。
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• FIT/FIPの認定を受けた事業において、各自治体が関係法令違反を覚知した場合、資源エネルギー庁が整備して
いる「関係法令違反通報システム」に登録することにより、エネ庁だけでなく、関係行政機関や関係法令の所管省庁
にも自動的に通報される体制が構築されている。

• 2023年３月より運用を開始し、2025年10月時点で、926自治体（47都道府県＋879基礎自治体）が当該
システムを利用しており、116件の通報を受けている。

• 当該通報内容を基に、資源エネルギー庁では、順次、現地調査（「再エネGメン」）を行うとともに、違反の実態が確
認された場合、事業者に対する指導や、FIT/FIP交付金一時停止などの行政処分を行う等、厳格に対応している。

関係法令違反通報システム（地方自治体等向け）
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不適切案件に対する現地調査の強化の状況
第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年6月3日）資料１より抜粋
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